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(57)【要約】
【課題】  発光特性が劣化しにくい高遮蔽性有機エレク
トロルミネッセンス素子及び有機エレクトロルミネッセ
ンス表示パネルを提供する。
【解決手段】  第１及び第２表示電極並びに第１及び第
２表示電極間に挟持かつ積層された有機化合物からなる
１以上の有機機能層からなる有機エレクトロルミネッセ
ンス素子と、有機エレクトロルミネッセンス素子を担持
する樹脂基板と、からなる有機エレクトロルミネッセン
ス表示パネルであって、少なくとも有機エレクトロルミ
ネッセンス素子及び樹脂基板の間に、高分子化合物層を
備えかつ有機エレクトロルミネッセンス素子に接触する
包接無機バリア層を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  第１及び第２表示電極並びに前記第１及
び第２表示電極間に挟持かつ積層された有機化合物から
なる１以上の有機機能層からなる有機エレクトロルミネ
ッセンス素子と、前記有機エレクトロルミネッセンス素
子を担持する樹脂基板と、からなる有機エレクトロルミ
ネッセンス表示パネルであって、少なくとも有機エレク
トロルミネッセンス素子及び樹脂基板の間に、高分子化
合物層を備えかつ前記有機エレクトロルミネッセンス素
子に接触する包接無機バリア層を有することを特徴とす
る有機エレクトロルミネッセンス表示パネル。
【請求項２】  前記包接無機バリア層は窒化酸化シリコ
ンからなることを特徴とすることを特徴とする請求項１
記載の有機エレクトロルミネッセンス表示パネル。
【請求項３】  前記包接無機バリア層はスパッタ法によ
り成膜されたことを特徴とする請求項１又は２記載の有
機エレクトロルミネッセンス表示パネル。
【請求項４】  前記高分子化合物層はフォトリソグラフ
ィ法又は印刷法により成膜されたことを特徴とする請求
項１～３のいずれか１記載の有機エレクトロルミネッセ
ンス表示パネル。
【請求項５】  前記有機エレクトロルミネッセンス素子
を背面から覆う封止膜を有することを特徴とする請求項
１～４のいずれか１記載の有機エレクトロルミネッセン
ス表示パネル。
【請求項６】  前記封止膜は無機パッシベーション膜で
あり、前記有機エレクトロルミネッセンス素子全体は前
記包接無機バリア層及び前記封止膜により気密的に覆わ
れていることを特徴とする請求項５記載の有機エレクト
ロルミネッセンス表示パネル。
【請求項７】  前記包接無機バリア層は前記高分子化合
物層を膜厚方向において挟持する１対の無機バリア層を
１以上含むことを特徴とする請求項１～６のいずれか１
記載の有機エレクトロルミネッセンス表示パネル。
【請求項８】  有機エレクトロルミネッセンス素子と、
前記有機エレクトロルミネッセンス素子を担持する樹脂
基板と、からなる有機エレクトロルミネッセンス表示パ
ネルの製造方法であって、
樹脂基板の表面を覆うように第１無機バリア層を成膜す
る第１無機工程と、
前記第１無機バリア層上に、前記第１無機バリア層より
も小さい面積範囲で高分子化合物層を成膜する有機工程
と、
前記高分子化合物層上に、前記高分子化合物層よりも大
きい面積範囲に第２無機バリア層を成膜する第２無機工
程と、
前記第２無機バリア層上に、前記高分子化合物層よりも
小さい面積範囲内で、第１及び第２表示電極並びに前記
第１及び第２表示電極間に挟持かつ積層された有機化合
物からなる１以上の有機機能層からなる有機エレクトロ

2
ルミネッセンス素子を形成する工程と、を含むことを特
徴とする製造方法。
【請求項９】  前記第１及び第２無機バリア層は窒化酸
化シリコンからなることを特徴とすることを特徴とする
請求項８記載の製造方法。
【請求項１０】  前記第１及び第２無機バリア層はスパ
ッタ法により成膜されたことを特徴とする請求項８又は
９記載の製造方法。
【請求項１１】  前記高分子化合物層はフォトリソグラ
フィ法又は印刷法により成膜されたことを特徴とする請
求項８～１０のいずれか１記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、電流の注入によっ
て発光するエレクトロルミネッセンスを呈する有機化合
物材料からなる発光層を含む１以上の薄膜（以下、有機
機能層という）を備えた有機エレクトロルミネッセンス
素子（以下、有機ＥＬ素子という）に関し、特に、複数
の有機ＥＬ素子が樹脂基板上に形成された有機エレクト
ロルミネッセンス表示パネル（以下、有機ＥＬ表示パネ
ルという）に関する。
【０００２】
【従来の技術】有機ＥＬ素子は、基本的には有機機能層
を陽極及び陰極で挟んだ形態で、両電極から注入された
電子と正孔が再結合時に形成される励起子が励起状態か
ら基底状態に戻り光を生じさせる。例えば、透明基板上
に、陽極の透明電極と、有機機能層と、陰極の金属電極
とが順次積層して有機ＥＬ素子は構成され、透明基板側
から発光を得る。有機機能層は、発光層の単一層、ある
いは有機正孔輸送層、発光層及び有機電子輸送層の３層
構造、又は有機正孔輸送層及び発光層の２層構造、さら
にこれらの適切な層間に電子或いは正孔の注入層やキャ
リアブロック層を挿入した積層体である。
【０００３】有機ＥＬ表示パネルとして、例えばマトリ
クス表示タイプのものや、所定発光パターンを有するも
のが知られている。さらに、有機ＥＬ表示パネル自体を
可撓性とすべく、その基板に合成樹脂、プラスチックフ
ィルムなどを用いることが提案されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】この有機ＥＬ素子は、
大気に晒されると、水分、酸素などのガス、その他の使
用環境中のある種の分子の影響を受けて劣化し易い、特
にプラスチックフィルム基板を用いる有機ＥＬ表示パネ
ルでは、特性劣化が顕著であり、輝度、色彩などの発光
特性が低下する問題がある。これを防止するために、無
機物などをプラスチック基板表面に無機バリア層として
成膜して浸透する水分などを遮断する方法が提案されて
いる。しかし、無機バリア層ではピンホール発生が問題
である。無機バリア層のピンホールは下地の凹凸、成膜
前の異物付着の影響によって生じることもあるし、下地
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とは関係なく無機バリア層の成膜時に発生することもあ
る。プロセス上、これらを完全に無くすことは困難であ
る。
【０００５】無機バリア層のピンホールを通して浸透す
る水分などが有機ＥＬ素子の劣化を招来し、表示欠陥を
引き起こす問題が生じることになる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明は、水
分などによる発光特性が劣化しにくい有機ＥＬ素子及び
有機ＥＬ表示パネルを提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明の有機エレクトロ
ルミネッセンス表示パネルは、第１及び第２表示電極並
びに前記第１及び第２表示電極間に挟持かつ積層された
有機化合物からなる１以上の有機機能層からなる有機エ
レクトロルミネッセンス素子と、前記有機エレクトロル
ミネッセンス素子を担持する樹脂基板と、からなる有機
エレクトロルミネッセンス表示パネルであって、少なく
とも有機エレクトロルミネッセンス素子及び樹脂基板の
間に、高分子化合物層を備えかつ前記有機エレクトロル
ミネッセンス素子に接触する包接無機バリア層を有する
ことを特徴とする。
【０００８】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表
示パネルにおいては、前記包接無機バリア層は窒化酸化
シリコンからなることを特徴とすることを特徴とする。
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネルにお
いては、前記包接無機バリア層はスパッタ法により成膜
されたことを特徴とする。本発明の有機エレクトロルミ
ネッセンス表示パネルにおいては、前記高分子化合物層
はフォトリソグラフィ法又は印刷法により成膜されたこ
とを特徴とする。
【０００９】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表
示パネルにおいては、前記有機エレクトロルミネッセン
ス素子を背面から覆う封止膜を有することを特徴とす
る。本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネル
においては、前記封止膜は無機パッシベーション膜であ
り、前記有機エレクトロルミネッセンス素子全体は前記
包接無機バリア層及び前記封止膜により気密的に覆われ
ていることを特徴とする。
【００１０】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表
示パネルにおいては、前記包接無機バリア層は前記高分
子化合物層を膜厚方向において挟持する１対の無機バリ
ア層を１以上含むことを特徴とする。本発明の有機エレ
クトロルミネッセンス表示パネル製造方法は、有機エレ
クトロルミネッセンス素子と、前記有機エレクトロルミ
ネッセンス素子を担持する樹脂基板と、からなる有機エ
レクトロルミネッセンス表示パネルの製造方法であっ
て、樹脂基板の表面を覆うように第１無機バリア層を成
膜する第１無機工程と、前記第１無機バリア層上に、前
記第１無機バリア層よりも小さい面積範囲で高分子化合
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物層を成膜する有機工程と、前記高分子化合物層上に、
前記高分子化合物層よりも大きい面積範囲に第２無機バ
リア層を成膜する第２無機工程と、前記第２無機バリア
層上に、前記高分子化合物層よりも小さい面積範囲内
で、第１及び第２表示電極並びに前記第１及び第２表示
電極間に挟持かつ積層された有機化合物からなる１以上
の有機機能層からなる有機エレクトロルミネッセンス素
子を形成する工程と、を含むことを特徴とする。
【００１１】本発明の有機エレクトロルミネッセンス表
示パネル製造方法においては、前記第１及び第２無機バ
リア層は窒化酸化シリコンからなることを特徴とする。
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示パネル製造
方法においては、前記第１及び第２無機バリア層はスパ
ッタ法により成膜されたことを特徴とする。本発明の有
機エレクトロルミネッセンス表示パネル製造方法におい
ては、前記高分子化合物層はフォトリソグラフィ法又は
印刷法により成膜されたことを特徴とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下に、本発明による実施の形態
例を図面を参照しつつ説明する。図１に示すように、実
施形態の有機ＥＬ素子は、表面上に高分子化合物層１２
Ｐ１を包埋する第１及び第２無機バリア層１２Ｓ１、１
２Ｓ２からなる包接無機バリア層１２が形成された樹脂
基板１０と、包接無機バリア層１２（第２無機バリア層
１２Ｓ２）表面上に順に積層された、第１表示電極１３
（透明電極の陽極）、有機化合物からなる発光層を含む
１以上の有機機能層１４、及び第２表示電極１５（金属
電極の陰極）、から構成される。また、有機ＥＬ素子
は、その第２表示電極１５の背面から覆う封止膜１６を
有する。また、有機ＥＬ素子接触しない側の第１無機バ
リア層１２Ｓ１の直下の樹脂基板１０間に、さらなる高
分子化合物層を設けることもできる。
【００１３】第１及び第２無機バリア層１２Ｓ１、１２
Ｓ２は例えば窒化酸化シリコンからなる。これら無機バ
リア層は例えばスパッタ法により成膜される。高分子化
合物層１２Ｐ１は例えば印刷法により成膜される。樹脂
基板１０材料としては、ポリエチレンテレフタレート、
ポリエチレン－２，６－ナフタレート、ポリカーボネー
ト、ポリサルフォン、ポリエーテルサルフォン、ポリエ
ーテルエーテルケトン、ポリフェノキシエーテル、ポリ
アリレート、フッ素樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレ
ンナフタレート、ポリオレフィンなどのフィルムが適用
できる。高分子化合物層１２Ｐ１は材料としては、紫外
線（ＵＶ）硬化樹脂や、熱硬化樹脂などが適用できる。
【００１４】包接無機バリア層１２が覆う樹脂基板１０
の表面は、少なくとも有機ＥＬ素子に接触する表面、有
機ＥＬ素子間の表面、有機ＥＬ素子周囲の表面、有機Ｅ
Ｌ素子に接触する表面の裏側の表面を含むことが好まし
い。水分などの有機機能層への侵入を防止するためであ
る。有機ＥＬ素子Ｄにおいては、例えば、透明な樹脂基
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板１０上にインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）からなる透明
電極（第１表示電極）１３が蒸着又はスパッタにて成膜
される。その上に、銅フタロシアニンからなる正孔注入
層、ＴＰＤ（トリフェニルアミン誘導体）からなる正孔
輸送層、Ａｌｑ

3
（アルミキレート錯体）からなる発光

層、Ｌｉ
2
Ｏ（酸化リチウム）からなる電子注入層が順

次、蒸着法により成膜され、これらが有機機能層１４を
構成する。さらに、この電子注入層上に蒸着法によっ
て、Ａｌからなる金属電極（第２表示電極）１５が透明
電極１３の電極パターンと対向するように成膜される。
【００１５】本発明においては、有機ＥＬ素子用の樹脂
基板において、少なくとも有機ＥＬ素子及び樹脂基板の
間に少なくとも１つの包接無機バリア層１２を形成す
る。また、各包接無機バリア層の１対の無機バリア層間
に高分子化合物層を挟み、無機バリア層と高分子化合物
層が交互に成膜される構成とする。樹脂基板の最上層
（有機ＥＬ素子接触側）には無機バリア層が形成される
構成とし、少なくともその有機ＥＬ素子接触側無機バリ
ア層の直下にある高分子化合物層の端面が外部に露出し
ないように埋設されるように構成する。
【００１６】
【実施例】実施例として、図１に示す接触しない側の第
１無機バリア層１２Ｓ１の直下の樹脂基板１０間に、さ
らなる高分子化合物層を設けた有機ＥＬ素子を作製し
た。図２に示すように、ベースとなる例えばポリカーボ
ネート樹脂基板１０上に流動性のＵＶ硬化樹脂を塗布し
て、紫外線照射により硬化して、ＵＶ硬化樹脂からなる
バッファ層としての高分子化合物層１１の成膜を行っ
た。
【００１７】次に、図３に示すように、第１無機バリア
層１２Ｓ１として、窒化酸化シリコン膜をＲＦスパッタ
法によって成膜し、実験用基板を用意した。このあと、
実験用基板を用いて次の３種類の有機ＥＬ素子の作製を
行った。比較例１として、第１無機バリア層１２Ｓ１を
成膜しただけを用い、第１無機バリア層１２上に図１に
示す有機ＥＬ素子Ｄを作製した。
【００１８】比較例２として、実験用基板の第１無機バ
リア層１２Ｓ１上の全面にＵＶ硬化樹脂を塗布、硬化せ
しめ、高分子化合物層を成膜して、さらに当該高分子化
合物層上に第２無機バリア層として窒化酸化シリコン膜
をＲＦスパッタ法によって成膜し、第２無機バリア層上
に図１に示す有機ＥＬ素子Ｄを作製した。比較例２では
第１及び第２無機バリア層から高分子化合物層が露出す
る構造を有していた。
【００１９】実施例として、図４に示すように、実験用
基板の第１無機バリア層１２Ｓ１上に、第１無機バリア
層１２Ｓ１よりも小なる面積範囲で高分子化合物層が形
成されるように、すなわち、高分子化合物層の縁部が露
出しないようにＵＶ硬化樹脂をパターン塗布した後に硬
化させ、埋設されるべき高分子化合物層１２Ｐ１を成膜
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した。その後、図５に示すように、窒化酸化シリコンを
第２無機バリア層１２Ｓ２として成膜した。その後、第
２無機バリア層１２Ｓ２表面上に第１表示電極１３（透
明電極の陽極）、所定の有機機能層１４、第２表示電極
１５（金属電極の陰極）、およびこれらを覆う封止膜１
６を順に積層して、図６に示すように、実施例の有機Ｅ
Ｌ素子Ｄを作製した。
【００２０】これらの有機ＥＬ素子を６０℃９５％中に
５００時間保存した後、それぞれの発光欠陥の面積を比
較した。その結果、発光欠陥面積の大きさは、比較例１
＞比較例２＞実施例の関係であった。この結果から、本
発明の実施例では第１無機バリア層１２Ｓ１に存在する
少数のピンホールからのみ微量の水分などが侵入する
が、微量の水分などは埋設された高分子化合物層１２Ｐ
１内で拡散して、第２無機バリア層１２Ｓ２のピンホー
ルまで殆ど到達しないからと考えられる。
【００２１】図６に示す本発明の実施例では、バッファ
層の高分子化合物層／第１無機バリア層／埋設された高
分子化合物層／第２無機バリア層の構成であったが、図
１に示すように、樹脂基板１０と第１無機バリア層１２
Ｓ１の密着性などが確保されるのなら、バッファ層の高
分子化合物層１１は省略可能である。他の実施形態にお
いては、必要に応じて、無機バリア層を３層以上（ｎ
層）重ね合わせることもできる。例えば、図７に示すよ
うに、樹脂基板１０のバッファ層の高分子化合物層１１
上に、第１無機バリア層１２Ｓ１、埋設用第１高分子化
合物層１２Ｐ１、第２無機バリア層１２Ｓ２、・・・埋
設用第ｎ－１高分子化合物層１２Ｐｎ－１、第ｎ－１無
機バリア層１２Ｓｎ－１、埋設用第ｎ高分子化合物層１
２Ｐｎ、第ｎ無機バリア層１２Ｓｎ、を上記同様に順に
成膜して、実施例の有機ＥＬ素子Ｄを作製できる。ま
た、図８に示すように、樹脂基板１０のバッファ層の高
分子化合物層１１上に、第１無機バリア層１２Ｓ１、全
面形成された第１高分子化合物層１２Ｐ１、全面形成さ
れた第２無機バリア層１２Ｓ２、・・・埋設用第ｎ－１
高分子化合物層１２Ｐｎ－１、第ｎ－１無機バリア層１
２Ｓｎ－１、埋設用第ｎ高分子化合物層１２Ｐｎ、第ｎ
無機バリア層１２Ｓｎ、を上記同様に順に成膜して、実
施例の有機ＥＬ素子Ｄを作製できる。いずれの場合に
も、無機バリア層間に高分子化合物層の成膜をそれぞれ
行い、最表面には無機バリア層（第ｎ無機バリア層１２
Ｓｎ）が配置される。図示するように、各高分子化合物
層形状は、下層ではパターニングされる場合（図７）と
されない場合（図８）でそれぞれ任意であるが、最上層
（ｎ層目）の高分子化合物層は必ずパターニングされ、
高分子化合物層の縁部を外部に露出させない構造とす
る。当該縁部からの水分の侵入を阻止するためである。
【００２２】また実施例においては、高分子化合物層の
パターニングを印刷法で行ったが、フォトリソグラフィ
工程などの方法を用いても行うことができる。本発明に
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7
おいては、無機バリア層を複数重ね合わせ、その無機バ
リア層間に高分子化合物層を配し、さらに、少なくとも
素子の有機機能層に近い側の高分子化合物層の縁部を外
部に露出させない構成することによって、無機バリア層
に欠陥が存在する場合にも、その水分などの進入経路を
ほぼ完全に遮断することができ、有機ＥＬ素子の信頼性
を大きく向上させることができる。
【００２３】図９は他の実施の形態の、複数の有機ＥＬ
素子を備えた有機ＥＬ表示パネルの部分拡大背面図であ
る。有機ＥＬ表示パネルは、１以上の包接無機バリア層
で被覆された樹脂基板１０上にマトリクス状に配置され
た複数の有機ＥＬ素子を備えている。透明電極層を含む
行電極１３（陽極の第１表示電極）と、有機機能層と、
該行電極に交差する金属電極層を含む列電極１５（第２
表示電極）と、が窒化酸化シリコン膜上に順次積層され
て構成されている。行電極は、各々が帯状に形成される
とともに、所定の間隔をおいて互いに平行となるように
配列されており、列電極も同様である。このように、マ
トリクス表示タイプの表示パネルは、複数の行と列の電
極の交差点に形成された複数の有機ＥＬ素子の発光画素
からなる画像表示配列を有している。第１表示電極１３
は、島状の透明電極を水平方向に電気的に接続する金属
バスラインから構成できる。有機ＥＬ表示パネルは樹脂
基板１０の窒化酸化シリコン膜上の有機ＥＬ素子の間に
設けられた複数の隔壁７を備えることもできる。第２表
示電極１５及び隔壁７の上には封止膜１６が形成されて
いる。有機機能層材料を選択して適宜積層して各々が赤
Ｒ、緑Ｇ及び青Ｂの発光部を構成することもできる。
【００２４】さらに、有機ＥＬ表示パネルは、有機ＥＬ
素子及び隔壁７を背面から覆う封止膜１６の一部として
無機パッシベーション膜を備えてもよい。これに防湿が
保たれるので、樹脂からなる封止膜を当該無機パッシベ
ーション膜上に設けることができる。また、樹脂封止膜
最表面上に無機物からなる無機パッシベーション膜を再
度設けることもできる。無機パッシベーション膜は上記
の窒化酸化シリコン、窒化シリコンなどの窒化物、或い
は酸化物又は炭素などの無機物からなる。封止膜を構成
する樹脂としては、フッ素系やシリコン系の樹脂、その
他、フォトレジスト、ポリイミドなど合成樹脂が用いら
れる。
【００２５】この封止構造を形成した有機ＥＬ表示パネ
ルを、それぞれ室温及び高温高湿（６０℃、９５％）下
にて２６０時間放置した後であっても、封止構造にクラ
ックや剥離を発生せず、有機ＥＬ表示パネルとしての発
光動作も安定していた。上述した例においては、水分の
遮断を行なうための無機バリア層製法として、スパッタ
法を用いたが、これに限られることはなく、プラズマＣ
ＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ  Ｖａｐｏｒ  Ｄｅｐｏｓｉｔ
ｉｏｎ）法、真空蒸着法などの気相成長法も適用可能で
ある。 *
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*【００２６】さらに上述した実施例においては、透明樹
脂基板１０上の複数の透明電極１３と金属電極１５との
交差する部分の有機機能層１４すなわち発光部からなる
単純マトリクス表示タイプの有機ＥＬ表示パネルを説明
したが、本発明はアクティブマトリクス表示タイプのパ
ネルの基板にも包接無機バリア層は応用できる。
【００２７】
【発明の効果】本発明によれば、無機バリア層間の高分
子化合物層の縁部が露出している場合そこからも水分な
どが入り込むが、高分子化合物層の縁部が無機バリア層
で包埋されているので、水分などの侵入経路を断つこと
ができ、水や酸素の遮断が十分な封止構造を形成できる
ので、信頼性の高い有機ＥＬ素子及び有機ＥＬ表示パネ
ルを提供することができる。また、無機バリア層及び高
分子化合物層を交互に多層とすることで、下層の無機バ
リア層にピンホールが存在しても、そこから侵入した微
量の水分は高分子化合物層中において拡散し、上層の無
機バリア層に同様にピンホールがある場合でも、その影
響を大きく軽減することができる。この効果は無機バリ
ア層及び高分子化合物層の層数を増やすことでより顕著
に現れる。さらに、高分子化合物層が緩衝として機能す
るため、多層の無機バリア層のクラックが防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明による実施形態の有機ＥＬ素子の概略
断面図。
【図２】  本発明による有機ＥＬ表示パネル製造工程に
おける基板の概略断面図。
【図３】  本発明による有機ＥＬ表示パネル製造工程に
おける基板の概略断面図。
【図４】  本発明による有機ＥＬ表示パネル製造工程に
おける基板の概略断面図。
【図５】  本発明による有機ＥＬ表示パネル製造工程に
おける基板の概略断面図。
【図６】  本発明による他の実施形態の有機ＥＬ素子の
概略断面図。
【図７】  本発明による他の実施形態の有機ＥＬ素子の
概略断面図。
【図８】  本発明による他の実施形態の有機ＥＬ素子の
概略断面図。
【図９】  本発明による他の実施形態の、複数の有機Ｅ
Ｌ素子を備えた有機ＥＬ表示パネルの部分拡大背面図。
【符号の説明】
１０  樹脂基板
１３  第１表示電極（透明電極の陽極）
１４  有機機能層（発光層）
１５  第２表示電極（金属電極の陰極）
１６  封止膜
１２Ｓ１  第１及無機バリア層
１２Ｓ２  第２無機バリア層
１２Ｐ１  高分子化合物層
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